
平成３０年２月９日

総務省自治財政局調整課

理事官 志賀真幸

平成３０年度政府予算案について
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施策項目 経済政策パッケージの主な内容 実施時期等

幼児教育の
無償化

 ３歳～５歳までの全ての子供の幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化
 上記以外の無償化措置の対象範囲等については2018年夏までに結論
 ０歳～２歳児は、当面、住民税非課税世帯を対象として無償化
 障害児通園施設も無償化
 医療的ケア児について、看護師の配置・派遣によって受入支援を行うモデル事業を拡充

しつつ、医療行為提供のあり方を議論

 2019年４月から一部をス
タート

 2020年４月から全面的に
実施

待機児童の
解消

 「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿確保
（※必要となる運営費を確保）

 企業拠出金0.3兆円は、企業主導型保育事業と保育の運営費（0歳～2歳児
相当）に充当

 2018年度から早急に実施

保育士の処遇改善  2017年度の人勧に伴う賃金引上げに加え、更に１％（月3,000円相当）引上げ  2019年４月から実施

高等教育の
無償化

 大学、短大、高専及び専門学校には授業料の減免措置、学生個人には給付型奨学
金を措置。支援措置の対象は低所得世帯に限定

 詳細は、検討を継続し、2018年夏までに一定の結論
 2020年４月から実施

私立高校の
実質無償化

 年収590万円未満世帯を対象として実質無償化（※住民税非課税世帯は実質無償化、年収
350万円未満世帯は最大35万円、年収590万円未満世帯は最大25万円を支給ができる財源をまずは確保）

 2020年度までに安定的な
財源を確保しつつ実施

介護人材の
処遇改善

 勤続年数10年以上の介護福祉士について、消費税引き上げに伴う介護報酬の改定
に合わせ、月額平均８万円相当の処遇改善を実施（公費1,000億円）

 障害福祉人材も、同様に処遇改善を実施
 2019年10月から実施

リカレント教育
高等教育改革

 リカレント教育を抜本的に拡充するとともに、現役世代のキャリアアップ、中高年の再就職
支援など、誰もがいくつになっても新たな活躍の機会に挑戦できるような環境を整備

 雇用保険制度等の活用も
含め、2018年夏に向けて
検討

○ 「新しい経済政策パッケージ」が2017年12月８日に閣議決定。
○ 財源は、1.7兆円が消費増税による増収分、0.3兆円が企業からの拠出金を予定。
○ 無償化の対象範囲などの詳細は、2018年夏までに結論。国・地方の役割分担や負担のあり方は、今後整理。

「新しい経済政策パッケージ」の「人づくり革命」部分
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幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会

（座 長）三島 良直 国立大学法人東京工業大学長
（副 座 長） 村田 治 関西学院大学学長

相川 順子 一般社団法人全国高等学校P T A 連合会相談役
赤井 伸郎 国立大学法人大阪大学 国際公共政策研究科教授
佐竹 敬久 秋田県知事
千葉 茂 学校法人片柳学園・副理事長、日本工学院専門学校・学校長

（座 長）増田 寛也 東京大学公共政策大学院客員教授
（座長代理）樋口 美雄 慶応義塾大学商学部教授

林 文子 横浜市長
無藤 隆 白梅学園大学大学院子ども学研究科特任教授

＜構 成 員＞

＜今後のスケジュール＞

高等教育段階における負担軽減方策に関する専門家会議

＜今後のスケジュール＞

平成３０年１月３０日 第１回
３月 ５日 第２回（予定）
５月～６月 要件等のとりまとめ。人生100年時代構想会議に報告、骨太方針への反映

＜構 成 員＞

平成３０年１月２３日 第１回
３月 １日 第２回（予定）
３月 ９日 第３回（予定）



○ 消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向ける。
○ 社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、平成30年度の増収額8.4兆円については、
①まず基礎年金国庫負担割合２分の１に3.2兆円を向け、
②残額を
・「社会保障の充実」及び「消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増」と
・「後代への負担のつけ回しの軽減」
に概ね１：２で按分した額をそれぞれに向ける。

○基礎年金国庫負担割合２分の１
（平成24・25年度の基礎年金国庫負担割合２分の１の差額に係る費用を含む）

○社会保障の充実
・子ども・子育て支援の充実
・医療・介護の充実
・年金制度の改善

○消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増
・診療報酬、介護報酬、年金、子育て支援等についての物価上昇に伴う増

○後代への負担のつけ回しの軽減
・高齢化等に伴う自然増を含む安定財源が確保できていない既存の社会保障費

〈30年度消費税増収分の内訳 〉

（注１）金額は公費（国及び地方の合計額）である。
（注２）上記の社会保障の充実に係る消費税増収分（1.35兆円）と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果（▲0.51兆円）を活用し、社会保

障の充実（1.87兆円）の財源を確保。

平成30年度の社会保障の充実・安定化について

3.2兆円

1.35兆円

0.39兆円

3.4兆円

《増収額計：8.4兆円》

平成29年12月22日
第５回社会保障制度改革
推進本部資料



事 項 事 業 内 容
平成30年度

予算案

（参考）
平成29年度
予算額国分 地方分

子ども・子育て支援
子ども・子育て支援新制度の実施 6,526 2,985 3,541 6,526
社会的養護の充実 416 208 208 416
育児休業中の経済的支援の強化 17 10 6 17

医
療
・
介
護

医療・介護サービス
の提供体制改革

病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等

・ 地域医療介護総合確保基金（医療分）

・ 診療報酬改定における消費税財源等の活用分

934

473

622

335

311

138

904

442
地域包括ケアシステムの構築

・ 地域医療介護総合確保基金（介護分）

・ 平成27年度介護報酬改定における消費税財源の活用分

（介護職員の処遇改善等）

・ 在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地域支援事業の充実

724
1,196

434

483
604

217

241
592

217

724
1,196

429

医療・介護保険
制度の改革

国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充 612 0 612 612
国民健康保険への財政支援の拡充

・ 低所得者数に応じた自治体への財政支援 1,664 832 832 1,664

・ 保険者努力支援制度等
（基金取り崩し分による措置を含めた総額）

1,527
（1,697）

1,527 0 800

・ 財政安定化基金の造成 160 160 0 1,100

被用者保険の拠出金に対する支援 700 700 0 700
70歳未満の高額療養費制度の改正 248 217 31 248
介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化 246 123 123 221

難病・小児慢性
特定疾病への対応

難病・小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な制度の運用 等 2,089 1,044 1,044 2,089

年 金
年金受給資格期間の25年から10年への短縮 644 618 26 256
遺族基礎年金の父子家庭への対象拡大 50 47 3 44

合 計 18,659 10,732 7,927 18,388

平成30年度における「社会保障の充実」（概要）

（注１） 金額は公費（国及び地方の合計額）。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。
（注２） 消費税増収分（1.35兆円）と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果（▲0.51兆円）を活用し、上記の社会保障の充実（1.87兆円）の財源を確保。
（注３） 保育士の処遇改善については、「社会保障の充実」における全職員を対象とした３％の処遇改善を実施（平成27年度）。このほか、「社会保障の充実」とは別に、平成29年度から全職員を対象とした

２％の処遇改善を行うとともに技能・経験に応じた月額最大４万円の処遇改善を行うなど、取組を進めている。
（注４） 「子ども・子育て支援新制度の実施」の国分については全額内閣府に計上。
（注５） 「育児休業中の経済的支援の強化」の国分のうち、雇用保険の適用分（10億円）は厚生労働省、国共済組合の適用分（0.2億円）は各省庁に計上。
（注６） 平成29年度に特例的に積み立てた財政安定化基金の一部も活用して、保険者努力支援制度等の支援に必要な約1,700億円は確保。

（注4）

（注５）

（単位：億円）

（注６）

（注３）

平成29年12月22日第５回社会保障制度
改革推進本部資料（一部加工）

6,958

11,130

6,958

11,007



医療・介護提供体制の改革

○ 地域の医療ニーズを把握した上で、患者がその状態に応じた適切な医療を受けられるよ

う、すべての都道府県において、機能区分ごとの2025年の必要病床数の推計を示す「地

域医療構想」を策定済み。

○ 平成29年度以降、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針の速やかな策

定に向けて、地域ごとに「地域医療構想調整会議（※）」を設けて具体的に議論。

※ 都道府県、医師会、病院関係者、医療保険関係者などにより構成

89.1
万床

【足下の病床機能】
（2015年７月現在）

【2025年の
必要病床数】

計119.1万床計133.1万床

介護施設、
在宅医療等
に転換

90.7
万床

＜地域医療介護総合確保基金による支援＞

○ 都道府県ごとに設置。地域医療構想の実現に向けた医療機関の施設整備等を支援。

※ 負担割合：国2/3、都道府県1/3（普通交付税措置）。

※各都道府県の推計を合算

地域医療構想

＜介護医療院などへの転換＞

○ 地域医療構想の実現に向けて、必要に応じ、医療機関から介護施設への転換を推進。

○ その受け皿となる新たな介護施設として、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世
話（介護）」を一体的に提供する「介護医療院」を創設。
※ 病院又は診療所の名称を引き続き使用可



国
消費税財源活用

市
町
村

市町村計画
（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画
(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に
関する事業

２ 居宅等における医療の提供に関する事業

３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

４ 医療従事者の確保に関する事業

５ 介護従事者の確保に関する事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・
勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成２６年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県に設置。
各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

厚生労働省公表資料
平成30年度政府予算案：公費で1,658億円
（医療分 934億円、介護分 724億円）



平成３０年度における国民健康保険への財政支援

① 平成30年度以降、毎年約1,700億円の
財政支援を確実に実施

② 平成29年度において、財政安定化基
金を1,700億円確保（※Ｈ２９実現済）

③ 平成32年度末までに、財政安定化基金
を2,000億円規模確保

「今後の社会保障改革の実施について
（H28.12.22社会保障制度改革推進本部決定）」
における対応方針

＜参考：社会保障制度改革推進本部について＞
○ 設置根拠
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第７条

○ 構成員
以下の関係閣僚で構成

本部長
副本部長
本部員

○ 改革の推進、フォローアップを実施

内閣総理大臣
社会保障・税一体改革担当大臣
内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣（少子化対策）

○ 約1,700億円の財政支援を実施

平成30年度の対応

○ 財政安定化基金を積み増し、積立総額
2,000億円を実現



○ 各保険者において、高齢化の進展状況や介護サービスの状況等は様々であり、保険者機能を強化し、地域の課題を的確に把握した上で、
実情に応じた地域包括ケアシステムを構築していくことが重要

○ また、保険者の人員やノウハウにも課題や地域差があることや、保険者の枠を超えた調整が必要である場合もあること等から、都道府県による
保険者支援が重要

○ このため、平成29年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組や都道府県による保険者支
援の取組が全国で実施されるよう、取組を制度化したところであり、この一環として、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評
価できるよう、客観的な指標を設定した上で、市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための新たな
交付金（市町村分、都道府県分）を創設

平成３０年度予算案 ２００億円趣 旨趣 旨

＜市町村分＞
１ 交付対象 市町村（広域連合、一部事務組合）
２ 交付内容 自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組を支援

概 要概 要

＜都道府県分＞
１ 交付対象 都道府県
２ 交付内容 自立支援・重度化防止等に向けた都道府県による市町村

支援の取組を支援

高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための新たな交付金

＜参考１＞平成２９年介護保険法改正による保険者機能の強化

データに
基づく

地域課題の
分析 取組内容・

目標の計画へ
の記載

保険者機能の発揮・向上（取組内容）

・ リハビリ職等と連携して効果的な介護予防を実施
・ 保険者が、多職種が参加する地域ケア会議を活用
しケアマネジメントを支援

等

適切な指標による
実績評価

・ 要介護状態の維
持・改善度合い
・ 地域ケア会議の
開催状況

等

インセンティブ

・ 結果の公表
・ 財政的インセ
ンティブ付与

都道府県が研修等を通じて市町村を支援

国による
分析支援

☑介護予防の場にリハビリ専門職が関与する仕組みを設けているか
☑介護予防に資する住民主体の通いの場への65歳以上の方の参加者数
はどの程度か 等

☑ケアプラン点検をどの程度実施しているか
☑福祉用具や住宅改修の利用に際してリハビリ専門職等が関与する仕組
みを設けているか 等

①ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の強化

③多職種連携による地域ケア会議の活性化

④介護予防の推進

⑤介護給付適正化事業の推進

⑥要介護状態の維持・改善の度合い

☑要介護認定者の要介護認定の変化率はどの程度か

＜参考２＞市町村 評価指標（案） ※主な評価指標

②ケアマネジメントの質の向上
☑保険者として、ケアマネジメントに関する保険者の基本方針を、ケアマネ
ジャーに対して伝えているか 等

☑地域包括ケア「見える化」システムを活用して他の保険者と比較する
等、地域の介護保険事業の特徴を把握しているか 等

☑地域ケア会議において多職種が連携し、自立支援・重度化防止等に資
する観点から個別事例の検討を行い、対応策を講じているか

☑地域ケア会議における個別事例の検討件数割合はどの程度か 等
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JCT

H34
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IC
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社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金

◇ 社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、
地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設。

◇ 防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域
における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するため、平成24年度補正予算において創設。

個別補助金
を原則廃止

社会資本
整備総合
交付金

社会資本整備総合交付金
（成長力強化や地域活性化等につながる事業）

26年度予算 ： 9,124億円
27年度予算 ： 9,018億円
28年度予算 ： 8,983億円
29年度予算 ： 8,940億円
30年度予算案 ： 8,886億円

防災・安全交付金
（「命と暮らしを守るインフラ再構築」、「生活空
間の安全確保」 を集中的に支援）

26年度予算 ： １兆 841億円
27年度予算 ： １兆 947億円
28年度予算 ： １兆 1,002億円
29年度予算 ： １兆 1,057億円
30年度予算案 ： １兆 1,117億円

地域自主
戦略交付金

＜従前の補助金＞

道路

河川

海岸

まちづくり

下水道

住宅

港湾

・
・
・

砂防

◇ これまで事業別にバラバラで行ってきた関係事務を一本化・統一化。

◇ 交付対象となる基幹事業（道路、河川等の１６事業）の要件（内容や規模等）は交付要綱に規定。

◇ 地方公共団体は、計画期間内における事業等の実施により実現しようとする計画の目標を設定し、

「社会資本総合整備計画」を作成。

◇ 地方公共団体が、自ら整備計画の事前評価・事後評価を実施し、公表。

◇ 計画に位置付けられた事業の範囲内で、地方公共団体が国費を自由に充当可能。

◇ 基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高める事業についても、一定の範囲内で創意工夫を生かして実施可能。

両交付金の特長（個別補助金との違い）
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【内閣府交付金分（70億円）及び文部科学省計上分】

○国が策定する産業振興・専門人材育成等に関する基本方針を踏まえ、
首長主宰のコンソーシアム（地方公共団体、地方大学、産業界等で
構成）を構築し、地域の産業振興・専門人材育成の計画を策定。

○同計画に位置付けられた地方公共団体や地方大学等の事業のうち、
国の有識者委員会の審査を経て優れた事業として認定を受けたもの
に対して、新たな交付金により支援（原則５年間）。

○地方公共団体等が設定したKPIを、国の有識者委員会において毎年
度検証し、PDCAサイクルを実践。

〇このほか、新たな交付金の対象となる大学においては、文部科学省
計上分（国立大学法人運営費交付金及び私立大学等改革総合支援事
業のうちの25億円分）を内閣府交付金と連動して執行。

【関連事業分】

○上記の関連として、以下の事業を計上。

･地方と東京圏の大学生対流促進事業（3.3億円）

･地方創生インターンシップ事業（0.6億円）

･サテライトキャンパス調査事業（0.1億円） 等

○地方を担う若者が大幅に減少する中、地域の人材への投資を通
じて地域の生産性の向上を目指すことが重要です。

○このため、首長のリーダーシップの下、産官学連携により、地
域の中核的産業の振興や専門人材育成などを行う優れた取組を、
新たな交付金により重点的に支援します。

○これにより、日本全国や世界中から学生が集まるような「キラ
リと光る地方大学づくり」を進めます。

○この地方大学振興策と東京の大学の定員抑制、若者の雇用創出
の３点から成る法案を次期通常国会に提出し、地方における若
者の修学･就業の促進を強力に進めます。

地方大学・地域産業創生事業
（内閣官房まち･ひと･しごと創生本部事務局、内閣府地方創生推進事務局・地方創生推進室）

３０年度概算決定額 内閣府及び文部科学省合計 １００億円
内閣府計上分：７５億円（地方大学・地域産業創生交付金２０億円、地方創生推進交付金活用分５０億円、関連事業５億円）
文部科学省計上分：２５億円

事業概要・目的 事業イメージ

○地域の産業振興、専門人材育成等の取組の推進により、地域の生産
性の向上、若者の定着を促進します。

○「キラリと光る地方大学づくり」により、学生の地方大学への進学
が推進され、東京一極集中の是正に寄与します。

期待される効果

国

資金の流れ（内閣府交付金分）

都道府県
政令指定都市等

地方公共団体

大学等 産業界等

コンソーシアム

・組織レベルでのコンソーシアム構築

・産業振興と専門人材育成の一体的推進

・海外連携等による特色ある大学改革
（学部・学科再編等）の実施

キラリと光る
地方大学づくり

地方負担については、地方財政措置を講じる

交付金

（１/２，２/３, ３/４ ）

まち・ひと・しごと
創生本部事務局

公表資料
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